
 

東京都養育家庭等自立援助事業実施要綱 

 

平成２５年１月２４日付２４福保子育第１７６１号 

一部改正 平成２５年１２月１９日付２５福保子育第１４８７号 

一部改正 令和４年６月１５日付４福保子育第４４７号 

一部改正 令和５年３月３１日付４福保子育第３８６７号 

一部改正 令和６年１２月２６日付６福祉子育第３１７４号 

一部改正 令和７年３月１１日付６福祉子育第４３２１号 

 

（目的） 

第１ 里親（養子縁組里親を除く。）、ファミリーホーム（法人型を除く。）、既に認定を取消された里親

（養子縁組里親を除く。）及び既に廃止したファミリーホーム（法人型を除く。）（以下「養育家庭等」

という。）への措置が、１８歳で解除された元委託児童に対し、養育家庭等によるきめ細かいアフター

ケアを継続的に行うことで、児童の社会的自立の促進を図るとともに自立後の安定した生活を確保す

ることを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２ 本事業の実施主体は、１８歳で措置が解除された元委託児童が措置されていた養育家庭等とする。

ただし、第４（１）で定める事業については、親族里親を除く。また、第４（２）及び（３）で定める

事業については、当該養育家庭等による援助の実施が困難な場合、里親支援機関又はフォスタリング機

関の自立支援相談員が援助を行うものとする。 

 

（対象者） 

第３ 本事業の対象者は、原則１８歳で措置が解除された元委託児童とする。ただし、１９歳以降に措置

解除等となった者等でも支援が必要な場合には、４年間を上限とし本事業の活用を可能とする。 

 

 

（援助内容） 

第４ 本事業は、第３に定める対象者に対して、次に掲げる援助を行うものとする。 

（１）住居、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題や進路、就学と生活の両立に関する

問題、求職活動等に関する求職上の問題、職場の対人関係・離職・転職等に関する就業上の問題等に

ついて相談に応じ、必要に応じて他機関との連携やハローワーク等専門機関の活用、面接の付き添い

等の支援を行うこと。 

（２）対象者が民間アパート等に入居し一人暮らしをする場合に、（１）及び（３）に掲げるような支援

を安定的に受けられる体制を整備すること。 

（３）（２）の事業を利用する元委託児童に対し、事業計画及び事業実績報告書の作成、作成した計画の

進行管理、並びに元委託児童等との生活状況の振り返りや自立に向けた動機づけ等の支援を、原則と

して対面により行うこと。 



 

 

（援助期間） 

第５ 第４（１）に定める事業については、原則として、第２の養育家庭等に措置された対象者が措置を

解除された日から起算して２２歳に達する日が属する年度の末日までとする。なお、１８歳未満で措置

が解除された対象者については、措置を解除された日から起算して４年を経過する日までとする。 

ただし、対象者が２２歳に達する日が属する年度の末日までの間に援助が必要と判断した場合は、判

断の日から起算して当該事業を活用することができるものとする。すでに本事業による援助を受けた

ことがある対象者が、その後の事情の変化により再度援助が必要となり本事業の利用を希望する場合

には、通算して４年を経過する日又は２２歳に達する日が属する年度の末日のいずれか早い日までと

する。 

２ 第４（２）に定める事業については、原則として、第２の養育家庭等に措置された対象者が措置を解

除された日から起算して４年を経過する日までとする。なお、１８歳未満で措置が解除された対象者に

ついては、措置を解除された日から起算して４年を経過する日までとする。 

１９歳以降に措置解除となった者等でも本事業による援助が必要と判断した場合は、判断の日から

起算して４年間を上限とし当該事業を活用することができるものとする。 

すでに本事業による援助を受けたことがある対象者が、その後の事情の変化により再度援助が必要

となり本事業の利用を希望する場合には、通算して４年を経過する日までとする。 

３ 第４（３）に定める事業については、元委託児童が第４（２）の援助を受ける期間と同一とする。 

 

（事業計画書の提出） 

第６ 第４（２）の援助を受ける対象者は、事業利用に当たり、当該年度内の事業計画について、様式１

に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、すでに本事業による援助を受けたこと

がある者が、その後の事情の変化により再度援助が必要となり本事業の利用を希望する場合は、様式２

を用いること。 

 

（事業計画の変更） 

第７ 第４（２）の援助を受ける対象者は、第６の規定により提出した事業計画について変更があるとき

は、様式３に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない（軽微な変更は除く。）。ただし、本事

業の利用が２回目以降の対象者については、様式４を用いること。 

 

（報告書の提出） 

第８ 第４（２）の援助を受ける対象者は、年度が終了したとき又は援助が終了したときは、当該年度の

事業の実績について、別に定める日までに様式５に関係書類を添えて、知事に提出しなければならな

い。ただし、本事業の利用が２回目以降の対象者については、様式６を用いること。 

 

（事業計画に係る指導） 

第９ 知事は、第６又は第７の規定により提出のあった事業計画又はその変更に係る書類を確認し、第

１の目的を達成するために必要と認められる場合は、対象者、養育家庭等又は自立支援相談員に対し、



 

必要な修正を行うよう指導することができる。 

 

（経費） 

第 10 東京都は養育家庭等に対し、第４（１）に定める事業の実施に係る経費について、別に定めると

ころにより補助する。 

２ 東京都は第４（２）に定める事業の援助を受ける者に対し、民間アパート等の居住に係る経費につい

て、別に定めるところにより補助する。 

３ 東京都は養育家庭等に対し、第４（３）に定める事業の実施に係る経費について、別に定めるところ

により補助する。 

 

（留意事項） 

第 11 本事業の実施に当たっては、チーム養育体制の関係機関を始め、福祉事務所、区市町村、ハロー

ワーク等の関係機関と密接に連携をとり、措置解除後の元委託児童の自立支援が円滑かつ効果的に実

施されるよう努めること。 

 

（その他） 

第 12 第３及び第５の定めによらず、知事が必要と認める場合は、本事業の対象とすることができる。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年１月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１月１６日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、決定日より施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１２月２６日より施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、決定日より施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 


